
城 ヶ 島 大 橋 の 渡 橋 料 無 料 化 を 求 め る 意 見 書    城 ヶ 島 大 橋 は 昭 和 ３ ５ 年 に 三 崎 漁 港 の 管 理 を 目 的 と し た 漁 港 施 設  道 路 と し て 開 通 し 、 神 奈 川 県 漁 港 管 理 条 例 に 基 づ き 渡 橋 料 が 徴 収 さ  れ て い る 。   有 料 道 路 は 建 設 費 が 償 還 さ れ れ ば 無 料 化 さ れ る も の で あ る 。 城 ヶ  島 大 橋 は 建 設 後 ５ ０ 年 以 上 経 過 し て お り 、 県 内 で 他 の 有 料 道 路 が 無  料 開 放 さ れ た 事 例 を 考 え る と 無 料 化 す る べ き 時 期 が 来 て い る 。   城 ヶ 島 大 橋 の 建 設 目 的 は 漁 港 の 管 理 で あ る が 、 実 態 は 他 の 県 道 の  橋 と 変 わ ら ぬ も の で あ り 、 城 ヶ 島 で の 生 活 や 経 済 活 動 、 観 光 来 遊 客  の 利 用 な ど 、 他 の 地 域 の 一 般 道 路 と 同 様 な 機 能 を 担 っ て い る 。   ま た 、 平 成 ２ ２ 年 に は 当 時 の 神 奈 川 県 知 事 が 城 ヶ 島 を 視 察 し 、 現  在 、 県 主 導 で 城 ヶ 島 の 活 性 化 に つ い て の 検 討 が 進 め ら れ て お り 、 そ  の 一 環 と し て 既 に 三 浦 市 の 予 算 に よ る 花 の 植 栽 や 商 工 会 議 所 の ハ イ  キ ン グ コ ー ス 整 備 等 の 観 光 振 興 に 向 け た 取 り 組 み が 始 ま っ て い る 。   城 ヶ 島 へ の 観 光 来 遊 客 誘 致 や 経 済 活 性 化 を さ ら に 促 進 す る た め 、  神 奈 川 県 に お か れ て は 、 城 ヶ 島 大 橋 の 渡 橋 料 を 無 料 化 す る よ う 強 く  要 望 す る 。   以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。     平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日                三 浦 市 議 会 議 長  岩  野  匡  史    意 見 書 提 出 先  神 奈 川 県 知 事  


